
仕 様 書

業 務 名 称 能美市移住パンフレット制作業務委託

履 行 期 限 令和７年 12月 26日

履 行 場 所 能美市役所

業 務 目 的 能美市移住パンフレット（以下、パンフレット）は、能美市への移住促進

を目的とし、能美暮らしの魅力をＰＲするとともに、支援制度等を紹介す

るため、石川県外在住の移住希望者をメインターゲットとし、移住イベン

ト等で配布するほか、移住支援機関の窓口や市内各種施設等に設置するた

めに制作するものである。

業 務 方 針 ・能美市の暮らしの様子やその魅力が伝わる内容及びデザインにする。

・「視覚的に」「直観的に」わかることを重視し、イベント等で立ち止まっ

てパンフレットを手に取った方が読みやすい文量におさえる。

・能美市の魅力や暮らしやすさをＰＲするとともに、知らない地域への移

住に対する不安を解消したり、能美市に親近感を抱いたりできるような

読本とする。

業 務 委 託 内 容 ・パンフレットの取材、デザイン、写真撮影、制作、編集校正、印刷、納品

に係る全ての業務を請け負うものとする。

（１）デザイン・ディレクション

発注者と調整のうえ、業務目的及び業務方針を踏まえた全体のデザイ

ン及びディレクションを行うこと。

① パンフレットの各ページの制作

・表紙は発注者と協議し、手に取りたくなる、また手に取った人の印

象に残る表紙とすること。

・発注者と調整のうえ、ページレイアウト及びデザイン等を行うこと。

・発注者からは、掲載予定のインタビュー対象者、支援制度、市内公

共施設等のデータを提供する。これらの情報のほか、必要に応じて

追加で取材等を行い、各ページを作成すること。

・視覚的に、直観的にわかることを重視する方針を踏まえ、写真やイ

ラスト等の画像を多用したり、わかりやすい文章に編集するための

支援や助言等を行うこと。

（２）取材・写真撮影

発注者が選出した取材対象者について、インタビュー・写真撮影を行

い、原稿を作成のうえ、掲載原稿について本人に確認を行うこと。人物

撮影の際には、本パンフレットのほか、市ホームページ等その他の媒体



にも使用することの了承を得ておくこと。その他、指定した人物、物品、

スポット、景色等の掲載用写真の撮影を行うこと。

（３）印刷・製本

Ａ 発行部数：5,000部
Ｂ ページ数：12ページ（表紙・裏表紙を含む）
Ｃ 校 正：文字校正（３回以上）、

色校正（本紙１回以上、簡易１回以上）

Ｄ サ イ ズ：Ｂ５版

Ｅ 用 紙：マットコート

Ｅ 綴 じ 方：中綴じ

Ｆ 印刷方法：オフセット印刷、両面印刷、カラー印刷、図表及び写真

多数印刷

・パンフレットの外、次に示すものをデータ納品すること。

① 制作したパンフレットの版下となるデータファイル（Adobe
illustrator 形式で、編集可能なもの）
② 原稿作成に使用した文字データ及び画像データ

③ 撮影した写真データ

④ 能美市ホームページ掲載用の冊子全体のＰＤＦデータ

そ の 他 （１）権利義務の譲渡

受注者は、本業務に関する権利義務については、無断で第三者に渡し

てはならない。

（２）業務の履行

① 業務の実施に際し留意する事項がある場合、別に発注者が指示する

ものとする。

② 受注者は、作業上必要な資料等の提出を発注者に求めることができ

る。

③ 受注者は、業務に関する協議をした場合には、速やかに協議記録を発

注者に提出すること。

④ 受注者は、完成までに発注者による複数回の内容確認及び修正指示

の機会を設けること。

⑤ 業務委託を円滑に遂行するため、つねに発注者と連絡を取り、定期的

に進捗情報を報告を行うこと。また、発注者の作業も含んだ業務委託の

進捗管理について、随時、報告や打ち合わせを行うこと。

（３）第三者との交渉等

受注者は、本業務の実施に際し必要となる関係諸機関及び第三者との

交渉あるいは調整を行うとともに、発注者に対しては事前・事後報告を

速やかに行うこととする。

（４）守秘義務



① 本業務により知り得た情報を許可なく第三者に漏らしてはならな

い。また、他の目的に使用しないこと。

② 業務委託に関する打ち合わせ、取材、写真撮影等に係る費用（交通費

を含む）のほか、成果物納品にかかる梱包・運送等の費用は受注者の負

担とする。

③ 本業務の成果品に含まれる著作権及び肖像権などは、一切の処理を

済ませた上で納品すること。記事の取材等にあたっては、事前に取材・

撮影対象者に了解を得ておくこと。納品後に著作権等に関する紛争等

が生じた場合は、受注者の責任において対応するものとし、発注者はそ

の責任を負わない。

④ パンフレットに掲載された内容については、写真・図表等を含め、市

ホームページ等の他の媒体での公開や、その公開に当たって一部を編

集して使用する事ができるものとする。

⑤ パンフレット用に撮影された写真及び作成された図表等の著作権に

ついては、発注者に帰属するものとする。提供するデータ類についても

同様とする。


